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令和６年度工事監査結果報告書の提出について 

 

 

 地方自治法第１９９条第５項の規定に基づき工事監査を実施し、同条第９項の規定により、その結

果に関する報告を決定したので提出します。 
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第１ 監査の概要 

１ 監査の種類 

地方自治法第１９９条第５項の規定に基づく工事に係る随時監査 

 

２ 監査の範囲及び対象 

令和６年度中に完了する契約金額1,000万円（消費税及び地方消費税込）以上で、工事監査日にお

ける進捗率を勘案し、以下の２件の工事を監査対象とした。 

  

⑴ 令和４年度向陽台高層棟新築工事(建築１工区)［建築工事］ 

  工事の目的  老朽化公営住宅建替整備事業により向陽台に市営住宅高層棟を新築するもの。 

    工事担当課  建設経済部建築住宅課 

    工 事 場 所  田川市大字糒１９５８番地８ 

    施 工 業 者  菅野・にしき・フソウ特定建設工事共同企業体 

    契 約 金 額  749,100,000 円（税込） 

    契約年月日  令和５年３月１５日 

    契 約 工 期  令和５年３月１５日～令和６年９月３０日 

    進 捗 状 況  令和６年７月末現在約 70％（作業ベース） 

       

  ⑵ 令和４年度向陽台高層棟新築工事(建築２工区)［建築工事］ 

    工事の目的  老朽化公営住宅建替整備事業により向陽台に市営住宅高層棟を新築するもの。 

    工事担当課  建設経済部建築住宅課 

    工 事 場 所  田川市大字糒１９５８番地８ 

    施 工 業 者  植田・タテイシ特定建設工事共同企業体 

    契 約 金 額  588,882,800 円（税込） 

    契約年月日  令和５年３月１５日 

    契 約 工 期  令和５年３月１５日～令和６年９月３０日 

    進 捗 状 況  令和６年７月末現在約 85％（作業ベース） 

          

３ 監査の方法及び着眼点 

  監査の方法は、上記工事の計画、設計、積算、契約、施工等に関する事項について、あらかじめ 

提出された資料を基に関係者に説明を求めるとともに現場を実査した。 

監査にあたっては、工事が法令等に従って適切に行われているか、現場の状況に適合した施工で

安全性の確保に十分配慮されているか、更に、効率性、経済性についても妥当なものであるか等を

主眼に実施した。 

なお、技術調査は工事技術に関する専門的知識を必要とするため、「公益社団法人 大阪技術振興

協会」に業務委託し、専門的立場からの指導及び助言等を受けた。 
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４ 監査の期間 

令和６年６月１３日（木）から令和６年１２月２５日（水）まで 

 

 

第２ 監査の結果 

  

工事に関する事務の執行及び施工については、重要な点において指摘に該当する事項は見られず、

概ね適正妥当であると認められたが、いくつかの課題及び留意すべき事項が提示されたので、今後の

工事施工に反映されたい。 

以下に書類審査及び実地調査ごとに、助言のあった事項について、技術士からの工事技術調査結果

報告書を要約して記載したので、当該工事のみならず、今後の工事施工において、十分活用されるよ

う取り組まれたい。なお、特に記載がない場合は、建築１工区、２工区に共通の内容である。 

 

１ 書類審査において助言のあった事項 

⑴ 「設計」について 

建築１・２工区の工事範囲が発注図面上で明確になっていない。建築１工区と建築２工区の発

注図は、各施工者の施工範囲を迷うことなく把握しやすい表現で作成されたい。 

また、発注図の建築１工区、２工区の区分けライン位置が、国土交通省通商大臣官房官庁営繕

部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」6.6.4 打ち継ぎに準拠していない。 

また、建築１・２工区の施工範囲(品質管理、工程管理を含む)の明確化、維持管理等の観点か

ら、次期計画の建物についてはエキスパンションジョイント（EXP.J）の設置を検討されたい。 

⑵  「積算」について 

見積書単価が、材工費の同一条件で比較できるようになっていない工種があったため、今後は

見積り単価比較が同一条件となるような比較表を作成されたい。 

 ⑶  「施工計画」について 

ア 総合施工計画書の作成について 

作成時期未記載、監理者及び発注者の確認痕跡がない。また、品質管理、工程管理(写真管理

含む),安全対策、環境対策、関係機関との協議・申請・届け出リスト等の記載がない。この点

の施工者への指導を徹底されたい。 

イ 全体工程表の作成について 

全体工程表に現場代理人、監理者、発注者の確認痕跡がない。また、受電、通水、試運転(EV,

各機器類)、検査関係(現場担当者、受注者、発注者、行政及び消防、その他)等の工程が記載さ

れていない。この点の施工者への指導を徹底されたい。 

ウ 総合図(設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図)の作成について 

発注図(A-01 図 1-7 設備工事との取り合い)に「・・・監督職員の承諾を受ける。」とあるが、

承諾痕跡は確認できなかった。総合図の作成は、異工種間の施工順序や工程の確認、手戻り等
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を避ける重要な施工図となるため、施工者への指導を徹底されたい。 

 

２ 実地調査において助言のあった事項 

⑴ 「品質管理」について 

建築１・２工区の鉛直打ち継ぎ部(スラブ上げ裏及び梁下)について、先打ちコンクリートと後

打ちコンクリートの一体性について打診検査を入念に行い、供用開始後剥離・欠落などの危険が

ないか確認されたい。また、杭総数１５本の支持層深さを確認し、根入れ深さに差異が生じてい

ないかを確認、差異が生じていた場合は、その理由を明確にしておくこと。 

⑵ 「安全管理、その他」について 

ア 工事関係者の建物内出入口に上下足履き替えスペース、または靴底の洗い場等を設けるなど、

建物内の汚れ防止に留意されたい。 

イ 現場内メイン出入口に工事車両のタイヤ洗浄設備が配備されていない。 

ウ 仕上げの木部(建具枠等)養生の不備がみられる。 

エ 取り付け製品を直に、床置き、壁の寄り掛けなどを避ける。（建築１工区） 

オ 仮設の雨水排水管を足場板上に放置しない。（建築１工区） 

 

以上、技術士の工事技術調査結果報告書より助言のあった事項を一部抜粋したが、別紙に技術士に

よる「令和６年度田川市工事技術調査結果報告書」を示すので、併せて今後の工事施工の参考とされ

たい。 



別紙１




































